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13 農林水産業関係 

 ア 農業 

（ア）担い手、農地政策 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

ａ 農業経営改善計画の認定に当たって、市町

村が独自の判断基準を設けている場合がある

が、これが公開されていないため、市町村に

おける認定審査の基準が不透明になり、よく

似た経営を営む農業者であっても、認定を受

ける市町村が異なった場合、認定にバラツキ

が生じているケースも見受けられる。 

したがって、認定手続きの透明性を確保す

るために、認定に当たって、市町村が独自の

判断基準を設けている場合には、当該基準を

公開するよう必要な措置を講ずる。 

【「認定農業者制度の運用改善のためのガイド

ラインについて」（平成15年6月27日付け15

経営第1537号農林水産省経営局長通知）の一

部改正】 

措置済   

ｂ よく似た経営を営む農業者であっても、認

定を受ける市町村が異なった場合、認定にバ

ラツキが生じている状況を改善するため、既

に一部の市町村において実施している認定審

査における第三者機関の設置・第三者機関か

らの意見聴取が全国的に行われるよう、必要

な措置を講ずる。 

【「認定農業者制度の運用改善のためのガイド

ラインの留意事項等について」（平成15年9月

26日付け15経営第3399号農林水産省経営局経

営政策課長通知）の一部改正】 

措置済   

①認定農業者制

度の運用改善 

（農林水産省） 

ｃ 真に経営努力を継続した者のみが再認定さ

れるよう、再認定においては、経営努力の判

断基準として、従前の計画に係る経営規模、

所得、労働時間等の目標の達成状況を把握し、

その要因を分析した上で、再認定の可否を判

断するよう必要な措置を講ずる。 

【「認定農業者制度の運用改善のためのガイド

ラインについて」（平成15年6月27日付け15経

営第1537号農林水産省経営局長通知）の一部

改正】 

計画・農

水ア① 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

 ｄ 現在、農林水産省経営局長通知（平成18年6

月27日付け18経営第2053号）において、市町

村は、認定に係る全ての農業経営改善計画に

ついて、原則として毎年（少なくとも当該計

画の有効期間の中間年には必ず）、当該計画を

検証し、取組が不十分である場合は、指導・

助言その他の支援を実施することとなってお

り、それを受けた認定農業者に改善が見られ

ない場合には、「適切に認定の取消しを行うこ

とが望ましい」とされているが、経営改善に

取り組む意欲がない農業者を認定農業者とし

て支援することは政策の意図を歪めることに

なることから、認定の取消しについては、適

切に運用されるよう必要な措置を講ずる。 

【「認定農業者制度の運用改善のためのガイド

ラインの留意事項等について」（平成15年9月

26日付け15経営第3399号農林水産省経営局経

営政策課長通知）の一部改正】 

 措置済   

ａ 市町村において制度の趣旨に沿った運用が

なされているかなどを含めて、認定農業者の

農業経営改善計画の達成状況を把握し、必要

に応じて改善に向けた必要な措置を講ずる。 

重点・農

水（１）

⑤ア（ア）

 措置  ②認定農業者制

度の適切な運

用 

（農林水産省） 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 認定農業者の認定においては、一律的に規

模の拡大のみを要件としているものではない

ということを改めて周知する。 

併せて、市町村において農業経営の改善に

関する目標を総合的に判断して認定がなされ

るよう、判断基準の明確化を図る。 

重点・農

水（１）

⑤ア（イ）

措置済   

③水田・畑作経

営所得安定対

策の対象農業

者の要件の周

知 

（農林水産省） 

水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経

営安定対策）においては、一律的に経営面積の

みを要件としているものではないということを

改めて周知する。 

 

重点・農

水（１）

⑤イ 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

④農林水産省に

おける農業経

営相談窓口の

周知徹底 

（農林水産省） 

 

 

 

 

認定農業者制度や水田・畑作経営所得安定対

対策（品目横断的経営安定対策）等の農業経営

に係る国の施策、制度に関する相談については、

既に農林水産省に経営相談窓口を設置して農業

経営者の経営相談を受けているところであり、

個別事案についても相談を受け付けているが、

農業経営者には十分周知されていないとの指摘

がある。 

したがって、これら経営相談窓口の存在と、

経営相談窓口において個別事案についても相談

を受け付けていることを改めて周知徹底する。 

重点・農

水（１）

④ア 

措置済   

⑤農地政策全般

の再構築に係

る検討・検証 

（農林水産省） 

農地の流動化及び規模拡大について賃貸借に

よるものが主流であるという実態を踏まえ、利

用集積を加速化するために、所有と利用を分離

し、経営的利用を更に促進し、利用本位の農地

政策としていくため、農地政策全般の再構築に

向けて検証・検討を行う。 

その際には、農地を農地として利用すること

を前提に、他産業・異分野からの農業参入を促

進し、様々な形態や新たなビジネスモデルで農

業経営が可能となる観点も念頭に置いて、検

証・検討を行う。 

計画・農

水ア② 

検 討 開

始 

  

⑥農地の長期安

定利用スキー

ムの設定 

（農林水産省） 

現行制度においても20年までの利用権の設定

や賃貸借契約が可能である旨の周知徹底を図

り、設定期間及び契約期間の長期化に取り組む。

【「農用地の賃貸借の存続期間の取扱いについ

て」（平成18 年 10 月 31 日付け農林水産省経

営局構造改善課通知）】 

計画・農

水ア③ 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑦主体を問わな

い農地利用の

促進 

（農林水産省） 

現在、特定法人貸付事業において、農業生産

法人以外の法人であってもリース方式で農地の

権利が取得できることとなっているが、参入区

域（市町村が、耕作放棄地や耕作放棄地になり

そうな農地等が相当程度存在する区域を、参入

可能な区域として設定）内であれば農地に制限

はないにも拘らず、リースのできる農地が耕作

放棄地に限られるといった誤解や農地情報が不

足しているといった指摘がある。農業分野にお

いて新規参入の積極化が求められる中、農業経

営に意欲的な一般法人の新規参入を促進するた

め、耕作放棄地以外の農地もリースが可能であ

ることの周知徹底を図るとともに、一般法人の

農業参入に資する農地情報を提供する仕組みを

構築する。 

 

計画・農

水ア④ 

措置済   

⑧明確な理念に

基づいた農地

政策の確立 

（農林水産省） 

農地は農業資源として有効に利用されなけれ

ばならないという理念に基づき、農地関連法制

の整理を行った上で、新たな農地政策を確立す

る。 

 

重点・農

水（１）

①ア 

 平成20年度ないし

21年度措置 

⑨新規参入者等

に必要な貸出

農地情報等の

提供 

（農林水産省） 

新規参入等に必要な貸出農地情報等の提供に

ついては、実勢を反映した賃借価格、利用権設

定条件、土地改良の有無など規模拡大や面的集

積に資する情報が得られるようにするととも

に、農業を経営する者、今後農業経営を目指す

者等、誰でもアクセスなどが可能となるように

する。 

 

重点・農

水（１）

①イ 

 平成20年度ないし

21年度措置 

⑩面的集積の促

進に向けた実

効性の確保 

（農林水産省） 

ａ 面的集積を行う仕組みについては、農業経

営者の経営効率化の支援に資するものとなる

ようにするとともに、特定の者による恣意的

な判断の排除や決定過程の透明性が確保され

るよう一定の利用・集積ルールを整備する。 

 

重点・農

水（１）

①ウ（ア）

 平成20年度ないし

21年度措置 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

 ｂ 委任・代理で面的集積をする仕組みにおい

て、その役割を担う者は、農地の所有者等へ

の働きかけ等を担うという性格上、地域から

信頼される者である必要がある一方、面的集

積においては交渉力や行動力も必要である。 

したがって、モデル的に面的集積を実施す

る際には、委任・代理で面的集積を行う行動

力等の実績の検証を踏まえた上で、本格的な

面的集積の仕組みを構築・導入する。 

重点・農

水（１）

①ウ（イ）

 

 平成20年度ないし

21年度措置 

ａ 借り手となる農業経営者の経営安定に向

け、農地の賃貸借の解約については、原則認

められないこと、また、賃借権の内容につい

ては、特約を含め設定時に明文化することを

周知する。 

 

重点・農

水（１）

①エ（ア）

措置済   ⑪農地賃貸借に

係る改善 

（農林水産省） 

ｂ 農業経営の多様化により、生産基盤ではな

く経営基盤として農地を捉える農業経営者が

増加し、農地利用やその賃借期間も多様化し

ている。 

したがって、多様化する農業経営の安定を

支援すべく、20 年を超える長期間の賃貸借が

可能となるよう必要な措置を講ずる。 

 

重点・農

水（１）

①エ（イ）

 平成20年度ないし

21年度措置 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

ａ 耕作放棄地については、これまでも実態調

査を行い、解消に向けた取組が求められてい

るものの、その増加に歯止めがかかっておら

ず、また、農業経営基盤強化促進法に基づく

耕作放棄地の解消に係る市町村長の勧告等の

法的規制の発動も低調である。 

したがって、農業経営基盤強化促進法に基

づく耕作放棄地の解消に係る市町村長の勧告

等の法的規制について、法律に基づく発動基

準をガイドライン等で具体的に示して、周知

する。 

併せて、解消計画に基づく対策と法的規制

の発動が連携して行われるよう必要な措置を

講ずる。 

 

重点・農

水（１）

①オ（ア）

措置済   ⑫優良農地の確

保、耕作放棄

地の解消 

（農林水産省） 

ｂ 優良農地の確保を図るためには、農振農用

地区域への編入を促進し、関係機関の指導に

よる営農再開等の解消方策を着実に推進する

とともに、それでも農振農用地区域外に留ま

る耕作放棄地については、農業利用に最大限

努める一方で、長期遊休化し農業利用が困難

と判断された耕作放棄地については、植林等

非農業利用へ促す。 

 

重点・農

水（１）

①オ（イ）

平成20年中措置  

⑬農業生産法人

の出資に係る

特例措置の周

知徹底等 

（農林水産省） 

農業生産法人は、関連事業者等から総議決権

の 1/4 まで出資を受けることが可能であり、ま

た、認定農業者となれば総議決権の 1/2 未満ま

で出資を受けることが可能であるが、現状をみ

ると、必ずしもこれらを十分に活用していると

は言い難く、これらの活用について周知徹底を

図る。 

また、可能なものについては、農業生産法人

の農業経営の発展に資するような運用改善の検

討を行う。 

 

重点・農

水（１）

①カ 

平成20年中措置  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑭農地政策改革

における論点

整理及びその

公表 

（農林水産省） 

次に掲げる論点について、検討の方向性が明

らかになった段階で公表する。 

（ア）委任・代理で農地を集めて農業者に面的

にまとまった形で再配分する仕組みの対象

とする地域について 

（イ）委任・代理で面的集積を行う仕組みにお

いてその役割を担う者と、従来から利用調

整の役割を担っていた者の役割分担につい

て 

（ウ）農地の流動化の促進に向け、農地の貸し

手の安心感を向上させる観点等から整備す

べき機能について 

（エ）新たな農地制度に即した農地税制の見直

しについて 

重点・農

水（１）

①キ 

 平成20年度ないし

21年度措置 

⑮農業委員会の

在り方の見直

し 

（農林水産省） 

 

ａ 認定農業者に対して重点的に施策を実施す

るなど、従来の政策からの大きな転換期を迎

えている状況を踏まえ、その政策意図を十分

に農業委員会に浸透させるとともに、市町村

によって異なっている農業委員会の運用や権

限行使を是正するため、改めて、農業委員会

の権限行使が統一的に運用されるよう、判断

基準の周知徹底を図る。 

【「農業振興地域制度及び農地転用許可制度の

運用の適正化等について」（平成19年3月27

日付け 18 農振第 1942 号農林水産省農村振興

局長通知）】 

計画・農

水ア⑤ 

措置済   

 ｂ 農業委員には、地元の農業の状況に深い理

解のある農業者の存在は不可欠であるが、農

業委員会が中立性を確保し構造改革を促進す

る組織として機能を発揮するため、選任委員

に中立的な第三者である学識経験者が参加で

きるよう改める。 

【「農業委員会の選任委員の選定について」（平

成14年5月13日付け14経営第456号農林水産事

務次官通知）の一部改正】 

 措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

 ｃ 農業委員会が農用地の利用関係の調整等を

進めて行くに当たっては、農地の出し手や小

規模農家の意向を踏まえつつも、その権能を

行使する農業委員に、「農業経営の改善に取り

組む意欲のある農業者」、「農業経営のスペシ

ャリストを目指す者」である認定農業者など

の今後の農業の担い手となる者を増やしてい

くことに取り組む。 

【「農業委員会の選任委員の選定について」（平

成14年5月13日付け14経営第456号農林水産事

務次官通知）の一部改正】 

 措置済   

⑯農業委員会の

改革 

（農林水産省） 

農業委員会の権能は、農地転用許可申請につ

いての都道府県知事に対する意見書の添付、利

用権設定等促進事業の推進のための農用地の利

用関係の調整等、要活用農地の所有者に対する

指導及び市町村長への通知要請などがある。 

しかしながら、例えば、耕作放棄地について、

現在 38.6 万 ha まで拡大する中で、その解消に

係る指導が低調であるなど、十分にその機能が

発揮されているとは言い難い面もある。 

したがって、農業委員会が果たすべき役割に

ついて、十分機能するような改革を検討する。 

 

重点・農

水（１）

②ア 

平成20年中検討開

始 

 



- 329 - 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑰農業経営の多

角化に向けた

転用基準の周

知徹底 

（農林水産省） 

農業経営の多様化に向けた転用について、農

地転用許可制度上配慮がなされているものの、

これが農業現場において浸透していないのが実

態である。農業経営者及び農業委員において、

このような転用が可能であるとの認識が乏し

く、必ずしも周知されているとは言えない状況

にある。さらに、例え、農業経営者において転

用が可能であると認識していても、農業委員会

において、農業上の効率的かつ総合的な利用に

支障を及ぼすことがないか否かの判断が困難で

あるとの理由によって転用ができないとの指摘

もある。 

したがって、農業経営の多様化に向けた農地

転用許可制度について、改めて周知徹底する。 

 

 

重点・農

水（１）

②イ 

措置済   

 

 

 （イ）農協、農業金融、農業共済等 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①農協の経済

事業改革等

の推進 

（農林水産省） 

全国農業協同組合連合会（以下「全農」とい

う。）等において不正事件が累次にわたり発生し

ていること等を踏まえ、農林水産省では全農に対

し、その子会社を含め、事業・組織の在り方につ

いて見直しを行い、経済事業の主体を各単位農協

と位置付け、複数段階での手数料を削除するなど

コスト効率的な組織とすべく、平成17年10月に７

回目の業務改善命令を発出し、全農より改善計画

を提出させ指導しているところである。同改善計

画は、全農の経済事業改革について、一定の期限

を区切り数値目標等を設定させるものであるが、

同改善計画の進捗状況を対外的に公表させると

ともに、その成果を農林水産省が責任を持ってフ

ォローアップする。 

 

計画・農

業イ① 

逐次実施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

②農協の内部

管理態勢の

強化 

（農林水産省） 

ａ 農協は組合員に奉仕するという本旨を徹底

し、コンプライアンス態勢の強化や業務の効率

性、財務報告の信頼性を確保するためにも、引

き続き内部統制の強化に取り組む。 

計画・農

水イ② 

逐次実施 

 ｂ 特に、コンプライアンス態勢については、コ

ンプライアンス委員会の設置などその強化が

早期に図られるよう必要な措置を講ずる。 

【「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協

同組合中央会及び農事組合法人の指導監督等

（信用事業及び共済事業のみに係るものを除

く。）に当たっての留意事項について」（平成14

年3月1日付け13経営第6051号農林水産省経営

局長通知）の一部改正】 

 措置済   

③農協の不公

正な取引方

法等への対

応強化 

（公正取引委

員会、農林水産

省） 

 

 

ａ 独占禁止法上の不公正な取引方法に該当す

るおそれがある農協の行為を示した独占禁止

法上のガイドラインについて、公正取引委員

会、農林水産省等の関係機関は、協力して、農

協、農協組合員、農業者の組織する団体等に対

し、説明会の開催やそれらの者が実施する研修

への協力等を通して、周知徹底を図る。 

【「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の

指針」の周知等について（平成19年4月18日付

け公経整第19号、19経営第230号、公正取引委

員会経済取引局長、農林水産省経営局長連名通

知）】 

計画・農

水イ③ 

措置済   

（農林水産省） 

 

 

 

ｂ 同計画において、「農協の指導機関である全

中や実際に事業を行う全農が、上記ガイドライ

ンを個別の事業に当てはめて、各農協がルール

を逸脱することがないように分かりやすく解

説した指針を策定し各農協へ指導を徹底する

よう、所要の措置を講ずる。不公正な取引を行

った農協に対し、現行の独占禁止法による措置

のみでは十分ではないと認められる場合には、

再発防止等の措置について、農業協同組合法に

よる行政処分も含め、適正に対処するよう所管

行政庁において徹底する。」とされていること

については、平成19年度以降も逐次実施する。

 逐次実施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

（公正取引委

員会、農林水産

省） 

ｃ 公正取引委員会、農林水産省等の関係機関

は、農協組合員、農業者の組織する団体等が農

協に苦情について情報提供したり、農協が法令

順守の観点から相談したりしやすくするため、

農協、農協組合員、農業者の組織する団体等に

対して、苦情受付・相談方法及び相談窓口の周

知徹底を図るとともに、苦情・相談について協

力して対応するなど、所要の措置を講ずる。 

 

 措置済   

④公正な競争

条件の確保 

（公正取引委

員会） 

農業分野全般において、不公正な取引方法、不

当な価格の引上げが行われないよう、独占禁止法

違反の取締の強化を図る。 

計画・農

水イ④ 

逐次実施 

⑤農協経営の

透明化に向

けたディス

クロージャ

ーの改善 

（農林水産省） 

ａ 全中に他の金融機関におけるディスクロー

ジャーの状況を参考としつつ、説明書類の雛形

を作成させ、周知させるなど一層の比較可能性

を高めるよう所要の措置を講ずる。 

 

 

計画・農

水イ⑤ 

措置済   

 ｂ 組合員、貯金者等に対する情報開示を迅速に

行うためにも、農協は、他の金融機関における

ホームページ上での説明書類の公開状況を参

考としつつ、ホームページへの説明書類の掲載

等、組合員、貯金者等の利便性に応じた公開方

法で自主的開示を行うことが必要である。この

自主的開示について、全中に農協に対し指導さ

せるよう、必要な措置を講ずる。 

【「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協

同組合中央会及び農事組合法人の指導監督等

（信用事業及び共済事業のみに係るものを除

く。）に当たっての留意事項について」（平成14

年3月1日付け13経営第6051号農林水産省経営

局長通知）の一部改正】 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

 ｃ 全中に部門別損益計算書やキャッシュ・フロ

ー計算書の一般への開示、更なる部門別の資産

の情報提供を指導させるなど、自主的な情報開

示が促進されるよう必要な措置を講ずる。 

【「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協

同組合中央会及び農事組合法人の指導監督等

（信用事業及び共済事業のみに係るものを除

く。）に当たっての留意事項について」（平成

14年3月1日付け13経営第6051 号農林水産

省経営局長通知）の一部改正】 

    

⑥組合員に対

する的確な

情報開示の

実施 

（農林水産省） 

これまで、農業協同組合制度の所管官庁である

農林水産省が、幾度となく的確な情報開示を行う

べきと指導していることについては一定の評価

がなされるものの、現在制度的に義務付けられて

いる情報開示の仕組みや自主開示の促進などの

指導が今一度、改めて農協及び組合員に周知徹底

されるよう必要な措置を講ずる。 

【「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協

同組合中央会及び農事組合法人の指導監督等

（信用事業及び共済事業のみに係るものを除

く。）に当たっての留意事項について」（平成

14年3月1日付け13経営第6051 号農林水産

省経営局長通知）の一部改正】 

計画・農

水イ⑥ 

措置済   

⑦中央会監査

の在り方に

ついての検

討 

（農林水産省） 

全中の一組織であるＪＡ全国監査機構が実施

している中央会監査について、様々な角度から、

組合員、貯金者等が納得する監査の在り方につい

て検討を行う。 

計画・農

水イ⑦ 

検討開

始 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑧中小企業信

用保険にお

ける対象事

業の見直し

と農業信用

保証保険と

の連携強化

による農業

経営者等の

資金調達の

円滑化の促

進 

（経済産業省、

農林水産省） 

 

ａ  農協以外の金融機関からの資金調達を求め

る農業経営者が信用保証協会の保証利用を希

望した場合等で、信用保証協会において引受け

の可否の判断がつかないような場合には、農業

信用基金協会に連絡、相談するなど、農業経営

者の資金調達の円滑化が図られるよう中小企

業信用保険と農業信用保証保険の連携の強化

を図る。 

【｢農業信用保証保険制度の適正な運営につい

て｣（平成 19 年 9 月 3 日付け 19 経営第 3447

号 農林水産省経営局金融調整課長通知）】 

計画・農

水イ⑧ 

措置済   

（経済産業省、

農林水産省） 

 

ｂ 現在、信用保険の対象となる農業関連事業者

は、①きのこ生産事業やもやし栽培業などの生

産設備を要する事業者、②生産のみならず、加

工・販売業まで行っている事業者、に限定され

ているが、昨今の農業の多様化に伴い、経済産

業省は多角的農業経営者等の信用保険へのニ

ーズを把握するとともに、農林水産省とも協議

の上、必要に応じ対応を検討する。 

 

 検討 結論  

（経済産業省） ｃ 建設業者が農作業の一部を受注するような

ケースが増加している。このような農業サポー

ト事業への新規参入が積極化するよう、他産業

から農業サポート事業に参入した事業者を信

用保険の対象とすることについての必要性・妥

当性について検討を行う。 

 

 検討 結論  

⑨農業信用保

証保険制度

の対象融資

機関の拡大 

（農林水産省） 

ａ 信用組合も農業信用保証保険制度の利用対

象融資機関とする方向で見直す。 

 

計画・農

水イ⑨ 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

 ｂ 農業信用保証保険制度について、農協以外の

民間金融機関に周知徹底を図るべく、情報提供

等を積極化する。 

 措置済   

⑩農業経営改

善促進資金

（スーパー

Ｓ資金）の取

扱いの適正

化 

（農林水産省） 

スーパーＳ資金の取扱いについて、地域の農業

信用基金協会の考え方や保証引受の審査を担う

担当者に誤解が生じていることも考えられるこ

とから、本来の制度目的に沿った取扱いがなされ

るよう、改めて必要な措置を講ずる。 

【「農業信用保証保険制度の適正な運営につい

て」（平成19年9月3日付け19経第3447号 農

林水産省経営局金融調整課長通知】 

計画・農

水イ⑩ 

措置済   

⑪知的財産や

農業動産を

担保とした

新たな資金

調達手法の

検討及びそ

の公表 

（農林水産省） 

農業金融の円滑化に向けては、農業特有の知的

財産・動産及び新たなビジネスモデルの活用も今

後重要になると考えられる。 
農林水産省においては、金融機関（農協系統、

農協以外の金融機関、政府系金融機関）、農業生

産者団体を構成員とした検討会を設置し、新たな

資金調達方法、担保評価方法、債権管理方法等を

検討しているところである。 
農業経営者にとって、農業金融の円滑化は喫緊

の課題であることは言うまでもない。このため、

現在、上記検討会で行われている農業金融の円滑

化に向けた検討を踏まえ、新たな資金調達手法の

内容、具体的事例、課題等について、一定の結論

を得て、金融機関、農業経営者等に情報の公開を

引き続き行う。 

計画・農

水イ⑪ 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑫自立した農

業経営者に

対する支援

策の拡充 

（農林水産省） 

ａ 中小企業分野においては、連鎖倒産の防止に

向けた倒産防止共済や売掛債権の保証事業な

ど事業・営業面のリスクヘッジ手段が充実して

いるが、農業分野においては、生産面でのリス

クヘッジ手段は一定の整備がなされているも

のの、今後、事業・営業面も含めたリスクヘッ

ジ手段の充実化が必要である。 

したがって、リスクヘッジ手段として現行の

対策が十分に機能しているかを必要に応じて

検証した上で、農業経営のリスクヘッジ手段の

在り方について検討する。 

併せて、平成 20 年度中に検討状況を公表す

る。 
 

重点・農

水（１）

④イ（ア）

 

 措置  

 ｂ 農業金融の円滑化に関しては、「規制改革推

進のための３か年計画」（平成19年６月22日

閣議決定）において、「新たな資金調達手法の

内容、具体的事例、課題等について、一定の結

論を得て、金融機関、農業経営者等に情報の公

開を引き続き行うべきである。【平成 19 年度

措置】」とされていることについて、特に運転

資金の円滑化に資する新たな資金調達手法を

含め、引き続き取り組む。 

重点・農

水（１）

④イ（イ）

 措置  

⑬創業支援融

資制度の充

実 

（農林水産省） 

経営として農業を行う者、また、経営として農

業を行う計画をしている者が増加しており、農業

金融においても「就農」だけではなく「創業」を

含め支援していく必要がある。これらの新規創業

を積極化させるためには、創業時に要する資金調

達を支援するのも一つの策であることから、農業

金融における創業支援融資制度の充実を図る。 

なお、創業支援融資制度の充実に当たっては、

農協以外の民間金融機関の参入も促進されるよ

うな制度設計を行う。 

【「農業近代化資金融通措置要綱」（平成 14 年 7

月 1日付け経営第1747 号農林水産次官依命通

知）等の一部改正】 

計画・農

水イ⑫ 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑭農業再生委

員会につい

ての周知徹

底等 

（農林水産省） 

ａ 現在、農林水産省においては、経営が困難と

なった農業者の経営を見極め、経営再生の支援

またはその有する経営資源の整理継承に向け

た支援を都道府県において行う農業再生委員

会の設置を支援している。 

しかしながら、その設置数が低位に止まって

おり、農業再生委員会についての理解が、都道

府県や農業経営者等において、不足しているこ

とも考えられる。 

他方、農業現場においては、農業経営が困難

となる事例も発生しており、農業経営の再生・

事業継承を円滑に促すことが必要であると考

える。 

したがって、農業経営の再生支援が積極的に

図られるよう、農業再生委員会のスキームやメ

リットなどについて周知を図る。 

 

重点・農

水（１）

③ア 

 

措置済   

 ｂ さらに、農業経営の規模拡大やリスク分散に

よっては、都道府県をまたがる農業経営も考え

られ、農業再生委員会同士の連携が必要な場合

も考えられるため、今後の農業再生委員会の運

用状況を踏まえ、必要な措置を検討する。 

 

  以降検

討 

 

 

⑮農業共済制

度の見直し 

（農林水産省） 

ａ 掛金の設定や損害補償金の算出根拠、また、

加入要件の地域差に関する合理的説明など、加

入者の理解が得られるよう、徹底した情報開示

を促進する。 

【「農業共済事業の運用改善について」（平成 19

年３月８日付け18経営第7041号）農林水産省

経営局長通知】 

計画・農

水イ⑬ａ

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

 ｂ 農業共済制度では、共済金額についても個人

選択の途が開かれているが、更なる選択肢を広

げるため、現在、十分に活用されていない「環

境や要素を踏まえて個々の農業者ごとに被害

実態に応じた掛金率を設定するシステム」につ

いて、各共済組合が活用するよう促す。 

また、そのシステムや防災施設の設置状況等

栽培管理技術による掛金の割引について、周知

徹底を図る。 

【「農業共済事業の運用改善について」（平成 19

年３月８日付け18経営第7041号）農林水産省

経営局長通知】 

 措置済   

 ｃ 農業共済制度の目的は、農業災害補償法（昭

和22年12月15日法律第185号）第１条に「農

業災害補償は、農業者が不慮の事故に因つて受

けることのある損失を補填して農業経営の安

定を図り、農業生産力の発展に資することを目

的とする」とあるが、本来、経営というのは、

自主・自律が原則であり、リスクや競争にどの

ように対処するかを経営者が自ら考え、経営戦

略を実行していくことが求められる。 

したがって、リスクにどのように対処するか

は、経営者の判断により決定するべきものであ

り、本制度も農業経営者にとっては、リスクヘ

ッジ手段の一つの選択肢として位置付け、農業

者の選択の自由度の向上を図るため、「引受方

式及び補償割合を農家が選択できる仕組み」に

ついて周知徹底を図るとともに、各共済組合が

組合員農家のニーズを踏まえて、できるだけ多

くの選択肢を共済規程に盛り込むように促す。

【「農業共済事業の運用改善について」（平成 19

年３月８日付け18経営第7041号）農林水産省

経営局長通知】 

 措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑯経営実態に

即した農業

共済制度の

運営 

（農林水産省） 

被害申告期限後であっても、収穫前に被害申告

がなされれば共済金が支払われるということに

ついて農業者に対し、一層の周知を図る。 

併せて、農業共済は、特段の支障がない限り全

ての引受方式及び補償割合を共済規程に盛り込

むよう促す。 

 

重点・農

水（１）

⑧ア 

 

 措置  

⑰共済金の被

害認定基準

の周知徹底 

（農林水産省） 

 

農業経営者より、農業共済組合によって被害認

定が異なっており、それにより共済金の支払が共

済組合によって差があるとの指摘があることか

ら、農業共済組合の被害認定基準について周知徹

底を図る。 

重点・農

水（１）

⑧イ 

 措置  

⑱農業共済団

体のガバナ

ンス（内部管

理態勢）の強

化 

（農林水産省） 

 

一部の農業共済団体において、国からの補助金

の不正受給が発覚し、その是正に向けた取組が求

められる状況にある。 

今後は、組合員に奉仕するという本旨を徹底す

る必要がある。 

したがって、コンプライアンス委員会の設置な

どガバナンスの強化が早期に図られるよう必要

な措置を講ずる。 

重点・農

水（１）

⑧ウ 

 措置  

 

 

（ウ）農業経営者の創意工夫を活かした経営発展の促進等 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①農業経営の発

展に資する業

態に対する支

援 

（農林水産省） 

農業経営の発展のためには、農業経営を営む者

のみならず、特定の農作業のみを受託するコント

ラクターや、契約により農産物の提供を受ける出

荷団体などの農業経営に関連する業態について

も、様々な形による支援を行うことが必要であ

る。 

したがって、こうした農業経営の発展に資する

業態に対し、資金調達の円滑化など、それぞれの

業態のニーズや実態に応じた支援を強化する。 
 

計画・農水

ウ① 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

②農業研修への

支援の充実 

（農林水産省） 

ａ 農業者における受入研修について、創業意欲

及び参入意欲のある者が研修を受けやすくし、

かつ、研修を受入れる農業者の負担を軽減する

よう、支援措置を充実する。 

計画・農水

ウ② 

措置済   

 ｂ さらに、企業等の農業参入法人に対する研修

についても、支援を充実するなど必要な措置を

講ずる。 

 措置済   

ａ 現在、農業分野の課題について工業分野の技

術をマッチングする農業連携の推進やその支

援措置の提供などが、農政部局と中小企業政策

部局の連携により行われているが、これらの活

動について、農業分野において新事業の開拓や

新技術の開発を目指す者への情報提供を更に

充実するなど周知徹底を図る。 

 

措置済   ③中小企業政策

との連携 

（農林水産省、

経済産業省） 

 

 

 

（農林水産省、

経済産業省） ｂ 生産に止まらず加工・営業・販売まで行う多

角的な農業経営の増加により、農業と他の産業

の区別が困難となっている。現在、農工連携な

ど施策の推進においては、農政部局と中小企業

政策部局の連携が図られているが、流通･サー

ビス産業分野とのマッチングによる販路拡大

や人材育成、海外展開など、更に連携を図りな

がら、支援策を講じていく。 

なお、いまだ、各部局の農業の捉え方が従来

の生産活動をメインとした農業を前提として

いる場合が少なくないことから、生産から加工

販売に至る活動を一連のものとして取り組む

農業経営者について、結果的に支援が受けられ

ない部分が出てくるおそれがある。 

多角的な農業経営を目指す者は、生産から加

工や販売までの過程を一連の経営活動として

捉えており、これらをサポートするためには、

経営全般への支援が必要となることから、双方

の部局においては、経営の全般を支援するとい

う観点から、連携を強化し支援策を講じてい

く。 

計画・農水

ウ③ 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

ａ 生鮮食品については、農業経営者などにおい

て栄養成分を表示してはならないとの誤解が

生じているが、表示と実際の栄養成分の内容が

一致していることを前提に、カロリーやタンパ

ク質の吸収率などの栄養成分を表示すること

が可能である。したがって、生鮮食品の栄養成

分の表示も可能である旨を、関係省庁が連携

し、農業経営者などに広く周知する。 

【「生鮮食品における栄養成分表示について」（平

成19年12月27日付け19生産第6306号農林

水産省生産局生産技術課長通知】 

【「生鮮食品の栄養成分の表示について」（平成

19年12月27日付け食安新第1227001号厚生

労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開

発食品保健対策室長通知】 

計画・農水

ウ④ 

措置済   ④生鮮食品の栄

養成分の表示

に向けた取組

への支援 

（農林水産省、

厚生労働省） 

ｂ 併せて、栄養成分の表示方法について、それ

を希望する消費者の理解を深め、それに取り組

む農業経営者を支援するため、関係省庁が連携

し、参考となる表示方法なども公表する。 

 措置済   

⑤生鮮食品の特

定保健用食品

などの特別用

途食品の許可

取得に向けた

取組支援 

（農林水産省、

厚生労働省） 

生鮮食品については、健康増進法第26条に規

定する特定保健用食品などの特別用途食品の許

可の対象から除外されるものではないが、生鮮食

品における許可実績はない。生鮮食品は、栄養成

分が自然や生産地による影響を受けるという特

徴を持っていることから、栄養成分に係る製品品

質や安定性の確保が必要と考えられる。 

したがって、生鮮食品の特定保健用食品などの

特別用途食品の許可取得に向けて、食品としてそ

れを希望する消費者の理解を深め、それに取り組

む農業経営者を支援するため、関係省庁が連携

し、特別用途食品の表示許可の前提となる有効

性・安全性が科学的に担保されるよう、生産段階

において、どのように栄養成分に係る製品品質や

安定性の確保を図るかなどについて検討を行い、

参考となる考え方や生産方法などの情報を農業

経営者などに広く周知する。 

計画・農水

ウ⑤ 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑥特別用途食品

の表示制度の

見直し 

（厚生労働省） 

健康増進法第 26 条に基づく特別用途食品と

は、乳幼児、病者等の発育、健康の維持・回復

等に適するという特別の用途を表示して販売さ

れる食品であり、厚生労働大臣の許可が必要で

あり、医師等の指導の下に使用することが適当

である旨の注意表示等が義務付けられる。 

これにより、例えば機能性米について「低タ

ンパク質米」等の表示を行う場合には、特別用

途食品と混同される恐れがあることから、許可

なく表示することは適切ではないという指導が

されている。 

しかしながら、吟醸酒等付加価値の高い清酒

の製造に当たっては、米の外側部分のタンパク

質をわざわざ削り取っていることからも、清酒

原料用として「低タンパク質米」への需要喚起

が期待できる。このように、病者の食事療法と

いった特別の用途以外にも、一般的な食品とし

て食される、又は加工用途に用いられるという

ことも十分に考えられるため、必ずしも全ての

食品が表示方法によって特別用途食品と混同さ

れるとは限らない。 

ただし、病者等が特別用途食品であると誤認

することによって健康被害が発生することは防

がなければならない。 

したがって、特別の用途を表示して販売する食

品については、当然許可は必要であるが、特別用

途食品（病者用食品）ではない旨を明記して販売

する食品については、栄養成分量を明示すれば、

許可を得ずとも「低タンパク質（通常の米の

○％）」などといった表示が可能となるよう、既

存の表示制度の運用の見直しを検討する。 

 

 

計画・農水

ウ⑥ 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑦米の品種等の

表示制度の見

直し 

（農林水産省） 

米の品種等の表示については、現在、産地品

種銘柄かどうかによらず、ＤＮＡ鑑定等の農産

物検査以外の根拠をもって表示することを可能

とするかどうかを含めた「玄米及び精米品質表

示基準」の見直しについて、「食品の表示に関す

る共同会議」において検討されているが、単に

農産物検査以外の根拠をもって品種表示が可能

か否かだけの検討ではなく、将来的な広域農業

経営や高付加価値商品開発によるブランド化を

見据え、魅力ある商品開発を可能とする観点か

らも検討を行い、結論を得る。 

 

 

計画・農水

ウ⑦ 

措置済   

⑧民間企業の育

成品種の普及

促進 

（農林水産省） 

奨励品種制度については、民間企業が育成し

た品種について、優良なものは積極的に奨励品

種に採用するよう都道府県に対して指導がなさ

れているが、いまだ公的機関による育成品種が

奨励品種の大半を占めていることから、国際競

争力のある品種開発を促進するためにも、単に

参入機会を与えるだけでなく、実質的に参入が

可能となるよう促していく必要がある。 

したがって、都道府県に対して民間企業の創

意工夫をより発揮させる観点から、民間企業の

育成品種が奨励品種として積極的に採用される

よう、改めて効果のある措置を講じる。 

 

計画・農水

ウ⑧ 

措置済   

⑨民間企業の行

う品種開発に

関する支援の

推進 

（農林水産省） 

マーケットニーズを反映した品種開発を推進

するとともに、民間企業の品種開発能力の向上を

図るためには、公的機関の持つ品種開発能力を、

効果的に民間企業の品種開発への取組につなげ

ていくことも重要である。 

したがって、品種開発を行う、または、品種開

発に意欲のある民間企業が参入しやすくなるよ

う、一層の情報提供に努め、活用の促進を図るな

ど支援を推進する。 

 

重点・農水

（１）⑩ア

 措置  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑩品種登録の審

査期間の短縮 

（農林水産省） 

品種登録に要する審査期間については、これま

でも短縮化が図られているが、引き続き、審査期

間を平成20年度までに2.5年に短縮するという

目標達成に向けた取組を着実に推進するととも

に、更なる審査期間の短縮に努める。 

 

計画・農水

ウ⑨ 

措置済   

⑪生産調整カウ

ントとなる加

工用米の取扱

いの適正化 

（農林水産省） 

農業現場においては、生産調整カウントとし

て認められる加工用米について、加工用米の出

荷先は既存の集荷団体に限定される、また、農

業経営者自らが加工用米の販売先を開拓した販

売契約については、生産調整カウントとして認

められないといった誤解が生じており、生産調

整方針の運用に関する要領において定められた

運用と異なる運用がなされているとの指摘があ

る。 

したがって、農業経営者の創意工夫を活かし

た経営発展を促進するためにも、農業現場にお

いて、このような誤解が生じないよう、また、

適切な運用がなされるよう、改めて周知徹底す

る。 

【「平成 19 年産以降における米の需給調整シス

テムの適切な実施のための取組強化について」

（平成19年５月22日付け19総食第178号総

合食料局長通知）】 

計画・農水

ウ⑩ 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑫地域水田農業

推進協議会に

おける運営改

善、決定過程

の透明性の確

保 

（農林水産省） 

地域水田農業推進協議会については、当該地

域の全ての認定方針作成者が実効ある形で参画

し、客観的・透明性のある公正な議論が行われ

ることが求められているが、地域においては、

一部の認定方針作成者に開催日時が通知されな

い、一部の認定方針作成者の出席が認められな

い、また、幹事会や協議会の一部の構成員によ

って配分ルールなどが決定されるとの運用がな

されているとの指摘がある。 
したがって、協議会が本来の目的に沿った役

割を果たし、そこでの議論が客観的でありかつ

透明性のあるものにするためにも、協議会の運

営が適切になされるとともに、協議会でなされ

た議論について、幹事会も含めて議事録の作

成・公開がなされるよう、必要な措置を講ずる。

【「平成 19 年産以降における米の需給調整シス

テムの適切な実施のための取組強化につい

て」（平成19 年５月22 日付け 19 総食第 178

号総合食料局長通知）】 

計画・農水

ウ⑪ 

措置済   

ａ 地域協議会の運用を改善すべく、地域の実情

に応じて客観的な判断ができる生産調整方針

作成者以外の学識経験者を構成員に迎えるな

ど、より客観的な議論が行われるようにする。

重点・農水

（１）⑥ア

 措置  ⑬需給調整シス

テムの改善 

（農林水産省） 

ｂ 生産調整方針作成者間の調整を希望する者

が多いにもかかわらず、これまでの調整の実

績が乏しい地域については、方針作成者相互

の合意を基本に方針作成者間の調整を進める

方法について検討し、一定の結論を得る。 

重点・農水

（１）⑥イ

 措置  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑭意欲ある農業

経営者の支援

に向けた区画

整理、基盤整

備事業の推進 

（農林水産省） 

能力と意欲のある農業経営者が、規模拡大や

利用集積などの区画整理、基盤整備を希望し、

該当農地の周辺関係者の同意が得られる場合に

は、意欲ある農業経営者と該当農地の周辺関係

者が所有する農地等に区域を限定した区画整

理、基盤整備事業の実施を推進する。 
具体的には、農山漁村活性化プロジェクト支

援交付金による支援が受けられることとなって

おり、意欲のある農業経営者とそれに同意する

生産者がこうした仕組みを利用して事業が実施

できるよう、積極的に広く周知し、その推進を

図る。 

計画・農水

ウ⑫ 

措置済   

⑮普及事業の見

直し 

（農林水産省） 

ａ 普及指導員が取得・収集する情報の中には、

企業秘密あるいは知的財産としての保護が必

要な情報が含まれている場合があり、この扱い

を間違えば、情報を提供した農業経営者の経営

に大きな支障を与える可能性もある。 

普及指導員には公務員であることから守秘

義務が課せられており、従来から他に提供する

場合には情報を提供した農業経営者に了解を

得るなどの対応を行っているとしているが、他

方で、外部に提供して欲しくない情報を許可な

く他に提供されたという指摘があるのも事実

である。 

したがって、例えば、国が、普及指導員によ

る適切な情報の収集・利用・提供の在り方につ

いての指針を示すなど、必要な措置を講ずる。

重点・農水

（１）⑦ア

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

ｂ 経営規模の拡大や業務拡大の計画に関する

指導については、拡大に伴い多額の資金調達な

どを要し、その成否によっては、経営の継続自

体が困難となるようなリスクを含んだ内容の

ものもあるが、そのような重要な経営指導を普

及指導員が行った場合、指導対象となる農業営

者にその経営リスクについての十分な認識が

なされていない場合もあると考えられる。ま

た、農業現場においては、普及指導員の言葉を

重く受け止める農業経営者も多く、普及指導員

からの情報提供やコメントを、農業経営者の側

において、経営計画そのものの公的承認と誤解

する可能性も否めない。 

したがって、普及指導員が経営の継続自体が

困難となるようなリスクを伴う経営指導を行

う場合は、併せて当該リスクについての注意喚

起を適確に行うなど、その説明責任を十分に果

たすよう、必要な措置を講ずる。 

 

重点・農水

（１）⑦イ

措置済    

ｃ 今後の普及事業については、現在、農業経

営者が普及指導員に求める役割を踏まえた上

で、農業経営者からの指導ニーズが高い技術

分野に特化したスペシャリスト化を図るな

ど、普及指導員が大幅に減少する中で継続可

能な普及事業の方向性を検討し、結論を得る。

重点・農水

（１）⑦ウ

 検討 結論 
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（エ）その他 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①農林水産消

費安全技術

センターの

民間開放の

推進 

（農林水産省） 

〈官業イ⑫の

再掲〉 

ａ 農薬の登録については、安全性の担保等を理

由に国が果たすべき役割として様々な検査を

行っているが、他方で農薬の登録に要する期間

が長期に及ぶことから、農業生産の効率化に向

けその期間短縮、簡素化が求められているとこ

ろである。 

このため、農林水産消費安全技術センターに

おいて数値目標を設定すること等により検査

の効率化に努めるとともに、関係行政機関と連

携して農薬の登録に要する期間の短縮に取り

組む。 

 

計画・農水

エ① 

措置済   

 ｂ 現在、薬効・薬害試験等農薬の登録申請に用

いられる各種試験成績の一部には、都道府県の

農業試験場等の公的機関において試験したも

のの提出を求めているが、期間短縮を図る観点

から、信頼性を確保できる民間機関による試験

を認めるなど民間開放を推進する。 

【「農薬の登録申請に係る試験成績について」（平

成12年12月24日付け12農産第8147号農林水産

省農産園芸局長通知）の一部改正等】 

 

 措置済   

 ｃ 農薬の適用病害虫の適用拡大については、い

まだ適用拡大について改良の余地があるため、

更なる適用拡大を認める。 

【「「農薬の登録申請に係る試験成績について」の

運用について」（13生産第3986号農林水産省生

産局生産資材課長通知）の一部改正】 

 

 措置済   



- 348 - 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

 ｄ 普通肥料の銘柄登録については、安全性の担

保等を理由に国が果たすべき役割として検査

を行っている。 

これまでも、業務の効率化による審査期間の

短縮、業務のアウトソーシングの推進等の取組

を行ってきているところであるが、普通肥料の

生産業者の一層の負担軽減を図る観点から、原

材料や生産工程・これまでの科学的知見を踏ま

え、普通肥料のうち可能なものは更新期間を６

年間に延長する。 

【「肥料取締法施行規則第七条の六第五号の規定

に基づき農林水産大臣の指定する化成肥料等

を指定する件（平成13年農林水産省告示第643

号）等の一部改正】 

 措置済   

ａ 再試験が必要とされる理由を明確に申請者

に説明するとともに、申請者においてその説明

に疑問があれば、意見交換を行うなどの透明性

の高い対応の仕組みを確立する。 

【「登録出願品種審査要領」（平成10年12月24日付

け10農産第9422号農林水産省農産園芸局長通

知）の一部改正】 

措置済   

ｂ 栽培試験のみならず、更なる品種登録業務の

民間開放を推進する。 

 

 

措置済   

②種苗管理セ

ンターの民

間開放の推

進 

（農林水産省） 

〈官業イ⑬の

再掲〉 

ｃ 種苗管理センターの中期計画において、原原

種生産の部分的な民間移行を検討しているが、

日本の農産物の競争力を高めるためにも、民間

企業において生産意欲のある原原種について

は、安定供給の確保を図りつつ、民間移行を確

実にかつ早期に行う。 

なお、その結果、同センターが引き続き生産

を行う原原種についても、生産意欲のある民間

企業が現れ、安定供給の確保が図られる場合

は、その企業への原原種生産の移行を行う。 

 

計画・農水

エ② 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

③独立行政法

人農業・食品

産業技術総

合研究機構

における民

間開放の推

進 

（農林水産省） 

〈官業ウ⑤の

再掲〉 

 

農産物の品種開発は、独立行政法人農業・食品

産業技術総合研究機構や都道府 県の他、民間企

業でも行われているところであり、民間企業の創

意工夫をより発揮させる観点から、産学官連携な

どにより民間との連携を深めてきたところであ

るが、この連携や情報提供を一層進めることによ

り、独立行政法人の行う品種開発に関する業務の

重点化も可能となるものと考えられる。 

したがって、現在、農業・食品産業技術総合研

究機構が行う品種開発に関する業務（業務の一部

を含む）について、さらなる民間委託や民間開放

の可能性を検討し、結論を得る。 

 

重点・農水

（１）⑩イ

 

 

 

措置 

 

 

 

④野菜価格安

定対策事業

における農

業経営者の

育成 

（農林水産省） 

〈官業オ④ａ

の再掲〉 

野菜については、米等の他の農産物と比較して

も、気象条件の影響を受けて作柄が大幅に変動し

やすい上に、保存性も乏しいことから価格が大き

く変動するという供給特性を有している。このた

め、野菜価格安定対策事業においては、価格の下

落が続くと作付意欲が低下し、次の作付で面積が

減少して供給量が過少となり、逆に価格が高騰

し、消費者への野菜の安定供給に甚大な影響を及

ぼすということから、野菜の市場価格が過去の平

均市場価格に基づいて算定された一定水準以下

に低落した場合に、その価格低落分の一部が生産

者に交付されている。 

しかしながら、野菜を扱う経営に携わる以上、

天候や需給動向に価格が大きな影響を受けるこ

とは回避できないことから、こうした需給動向等

に的確に対応しうるような経営者を育成してい

くことが重要である。 
したがって、野菜の価格安定対策事業について

は、経営者自身の経営体質の強化を促す観点か

ら、需給・価格等に関する的確な情報提供を行う

ほか、必要な措置について検討する。 

重点・農水

（１）⑪ア

 

 平成21年中措置 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑤砂糖、でん粉

に関する価

格調整事業

の見直し 

（農林水産省） 

〈官業オ④ｂ

の再掲〉 

砂糖、でん粉については、内外価格差が存在す

ること等を理由に一定の補助が講じられている

が、そうである以上、本来は、内外価格差にどの

ように対応した経営を行うか、そのための取組を

行っているかに着目して補助を行うべきである。

砂糖、でん粉に関する価格調整事業について

は、現在もコスト削減に向けてインセンティブが

働くような仕組みが講じられているものの、自助

努力のみでは埋めがたい内外価格差がある中で、

基本的に国民なかんずく消費者の負担に大きく

依拠した制度であることは否定できない。 

したがって、砂糖、でん粉に関する価格調整事

業についても、経営者自身によるコスト削減意欲

の向上や経営体質の強化が促進されるよう、効率

的・安定的な生産計画等の策定及びその推進を図

るようにするとともに、制度の仕組みやその運営

状況について徹底した情報の提供・公開を進める

ことにより、コスト削減に向けたインセンティブ

が働くようにする。 

重点・農水

（1）⑪イ

 

平成20年中措置  

⑥学校給食用

牛乳供給事

業の見直し 

（農林水産省） 

〈官業オ④ｃ

の再掲〉 

農畜産業振興機構では、国産生乳の需要拡大を

通じた酪農の振興を図ることを目的として、学校

給食での牛乳提供の円滑化や個々の児童生徒へ

の飲用習慣定着を推進するための普及啓発等の

取組に対し補助を行っている。 

しかしながら、小・中学校の児童生徒に必要な

飲用及び食用習慣は、牛乳のみに限られるもので

はない。また、牛乳の飲用習慣は、家庭内の飲用

習慣も重要であり、学校給食において牛乳を提供

するだけで十分定着するものでもない。 

したがって、学校給食全体での食習慣形成活動

との関係や家庭内での牛乳飲用習慣形成との関

係も考慮にいれつつ、学校給食用牛乳供給事業に

ついては、その目的に照らして適切な事業内容と

なっているかという観点から見直し、必要に応じ

た措置を講ずる。 

重点・農水

（１）⑪ウ

 

平成20年中措置  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑦酪農事業施

設の設置承

認 

（農林水産省） 

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第10

条第２項第３号については、加工原料乳生産者補

給金等暫定措置法の一部改正による新制度への

移行（平成13年４月）に伴う、生乳流通の広域化

の進展等の状況変化を踏まえ、酪農事業施設の設

置承認を含めた制度の見直しを行う際に、見直し

を行う。 

計画・農業

エ③ 

生乳流通の広域化の進展等

の状況変化を踏まえ、酪農事

業施設の設置承認を含めた

制度の見直しを行う際には、

併せて見直し 

⑧国産ビール

大麦の品質

規格の見直

し 

（農林水産省） 

 

国産ビール大麦の検査規格の見直しについて

は、関係者（生産者団体、実需者団体）の意向を

聴取の上、データの整理を行い、関係者の技術レ

ベルで同意が得られる項目について、順次、農産

物検査法に基づく規格検討会を開催し、見直しを

実施する。 

 

計画・農業

エ④ 

 

 

 

 

 

関係者の同意が得られるも

のについて逐次実施 

⑨特定肥飼料

等への炭の

追加 

（農林水産省、

環境省） 

 

食品循環資源の再生利用に係る製品として「炭

化の過程を経て製造される燃料及び還元剤」を追

加するため、所要の措置を講じる。 

【「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法

律施行令の一部を改正する政令（平成19年政令

第335号）」】 

 

別表５－

1023,1312

措置済   
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イ 林業 

（ア）森林管理 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①森林資源の

モニタリン

グ調査結果

等の公表 

（農林水産省） 

 

 

 

森林資源の状況については、国民はもとより林

業に携わる市町村や林業経営者等に公表する必

要があり、地域の森林計画等に活用されるべきも

のであることから、今後は、我が国の森林状況の

変化を国民が分かりやすく理解し把握できるよ

う、モントリオール・プロセスの基準・指標毎に、

モニタリング調査結果、調査結果の比較データな

どを公表する。 

重点・農

水（２）

①ア 

 

  措置 

②森林資源の

モニタリン

グ 調 査 手

法・内容の見

直し 

（農林水産省） 

 

今後、森林・林業施策の評価・立案や、データ

の分析・活用を行っていく上で更なる調査が必要

と判断された場合にあっては、モニタリング調査

の定点観測プロットの追加や調査内容の収集デ

ータ対象を拡充することについて、検討するなど

モニタリング調査の充実強化を図る。 

重点・農

水（２）

①イ 

 

平成20年中検討・結

論 

 

ａ 保安林制度について、モントリオール・プロ

セスの基準・指標に係るデータ収集を目的とす

る森林資源モニタリング調査の結果を踏まえ

つつ、全国的な見地からより効果的な在り方を

検討する。 

  平成21

年度速

やかに

検討開

始 

③保安林制度

におけるモ

ントリオー

ル・プロセス

の基準・指標

の活用 

（農林水産省） 
ｂ 併せて、平成 22 年中に検討状況の内容を公

表する。 

 

重点・農

水（２）

②ア 

 

  平成22

年中措

置 

④法制度に基

づいた施業

に関する制

度の的確な

運用 

（農林水産省） 

森林の有する多面的機能の発揮を求め、かつ、

持続可能な森林経営を実現していくためには、施

業が適切に行われることが必要であることから、

保安林制度はもとより、森林法制度に基づく制度

のより一層の的確な運用を図る。 

重点・農

水（２）

②イ 

 

平成20年中措置  
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（イ）林業経営 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①望ましい林

業構造の確

立に向けた

森林・林業基

本計画に基

づく施策の

政策目標の

明確化 

（農林水産省） 

 

現在の森林・林業基本計画に基づく施策につい

て、森林管理・経営の担い手と木材生産の担い手

を明確にし、それらが各々の役割に応じた方向性

を見いだせるよう政策目標を明確化する。 

重点・農

水（２）

③ア 

 

 措置  

②森林情報（所

有者・境界

線）の整備 

（農林水産省） 

施業集約に必要な所有者・境界線などの森林情

報は、地域によって整備状況が異なっており、施

業集約が実態として困難な地域も多数存在する。

したがって、森林情報については、地域の取組

を積極的に支援し、早期に整備する。 

重点・農

水（２）

④ア 

 

平成20年中措置  

③森林情報の

データベー

ス化・オープ

ン化 

（農林水産省） 

森林簿の森林情報は、林業事業体等の施業集約

に不可欠な情報を含んでいることから、森林情報

を地図情報としてデータベース化する取組を推

進する。 

併せて、個人情報の取扱いに十分考慮し、可能

な範囲で、施業集約を目指す者にとって利便性の

高い情報について、施業集約を目指す者であれば

誰でもアクセスが可能となるよう、森林情報をオ

ープン化することについて検討を進めるととも

に、平成20年度中に検討状況の内容を公表する。

重点・農

水（２）

④イ 

 措置  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

④施業集約の

促進 

（農林水産省） 

ａ 施業集約の取組を促進するため、施業集約に

向けた議論や調整を行う組織を、地域の実情に

応じて市町村、森林組合、森林組合以外で施業

集約を行っている林業経営者や林業事業体、今

後、施業集約を目指す林業経営者や林業事業

体、森林所有者、学識経験者、路網整備の指導

者などの参加を得つつ設立する。 

併せて、施業集約の担い手同士で施業集約計

画の調整を図る場合、より効率的な施業集約を

実現するためには、公平性を確保した調整がな

されるよう、必要な措置を講ずる。 

重点・農

水（２）

④ウ（ア）

平成20年中措置  

 

 

ｂ 地域協議会において、公平性の確保の下に担

い手の施業集約に向けた議論・調整がなされた

結果については、それぞれの担い手の施業集約

計画として合意形成し、情報開示する。 

併せて、施業集約計画に基づき施業が適切に

行われるよう、担い手が地域協議会に施業方法

などを詳細に提出するとともに、その施業が適

切に実施されたかをチェックする体制を整備

する。 

重点・農

水（２）

④ウ（イ）

平成20年中措置  

⑤生産基盤と

なる路網整

備の促進 

（農林水産省） 

ａ 簡易で耐久性のある作業路網の整備に関す

る技術の集積等に取り組み、基本的な留意事項

等をとりまとめたマニュアルを作成し、それを

周知する。 

併せて、簡易で耐久性のある作業路網作設の

ための指導者養成研修やモデル林による現地

研修等を体系化させたうえで、指導者養成研修

修了者に対する技能評価を行うなど研修参加

者の技術の習得が客観的に確認されるものと

なるよう、早急に充実化を図る。 

さらに、公的補助の対象となる路網整備につ

いては、上述のマニュアルに沿った整備に努め

ることとし、作設後の適切な維持管理体制の整

備を図る。 

重点・農

水（２）

⑤ア（ア）

平成20年中措置  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

 ｂ 今後、効率的な路網整備の促進に向けて、林

業経営者や林業事業体が行う施業集約と路網

整備が一体として行われるようにするべく、前

掲の地域協議会において、施業集約計画の中に

路網整備計画を位置付け、策定する。 

併せて、路網整備計画に基づき路網が適切に

整備されているかをチェックする体制を整備

する。 

重点・農

水（２）

⑤ア（イ）

平成20年中措置  

ａ 現在行われている林業機械の導入費用を一

部負担する公的補助の在り方について、より林

業の生産性の向上に資するよう、補助制度の運

用の在り方を見直すなどの検討を行い、結論を

得る。 

 

重点・農

水（２）

⑤イ（ア）

平成20年中検討・結

論 

 ⑥林業機械に

関する公的

補助の見直

し 

（農林水産省） 

ｂ 今後、森林を保有する林業経営者が施業集約

を図り規模拡大を行う可能性も充分に考えら

れることから、補助対象の拡大を図る。 

重点・農

水（２）

⑤イ（イ）

平成20年中措置  

⑦林業経営に

ついての補

助の見直し 

（農林水産省） 

効率的かつ安定的な林業経営が林業生産の相

当部分を担う望ましい林業構造の確立に向け、今

後の林業経営に対する補助ついては、自ら経営改

革に取組む経営者の努力が報われるものとなる

よう、個別施業に対する補助の他に、林業経営者

の施業の集約化や間伐の生産性の向上などを通

じた経営改善努力を助長する補助の在り方を検

討し、結論を得る。 

併せて、個別施業への補助となっている造林関

係補助事業の対象となるものについては、今後、

集約的な施業の実施を促すものとなるように検

討し、結論を得る。 

重点・農

水（２）

⑥ア 

平成20年中検討・結

論 

 

⑧山林に係る

相続税制度

の適正な運

用 

（農林水産省） 

山林に係る相続税の立木及び林地の課税価格

の５％減額措置は、これまでも相続人が森林施業

計画を継続する場合にのみ認められているもの

であり、施業放棄地の発生防止及び施業集約の促

進に向けて、当該措置における市町村による森林

施業計画の継続の確認が今後も適切に行われる

ようにする。 

重点・農

水（２）

⑥イ 

平成20年中措置  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

ａ 雇用者に対する補助を、今後は、雇用者の指

導により技能や知識を習得していることを確

認し、支給されるような仕組みを検討し、結論

を得る。 

重点・農

水（２）

⑦ア（ア）

平成20年中検討・結

論 

 ⑨緑の雇用担

い手対策事

業の推進 

（農林水産省） 

 

 

 

ｂ 技能や技術の習得と並行して、森林管理経営

に必要な知識の習得が図られるよう、研修指導

内容の充実に向けた必要な措置を講ずる。 

重点・農

水（２）

⑦ア（イ）

平成20年中措置  

 

（ウ）森林組合 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①随意契約の

見直し 

（農林水産省） 

都道府県等が実施する森林災害復旧事業や林

業公社の実施する森林整備事業（造林関係）に係

る森林組合の随意契約については、直しを含め、

必要な措置を講ずる。 

 

 

重点・農

水（２）

⑨ア 

平成20年中措置  

②森林組合経

営の透明化

に向けたデ

ィスクロー

ジャーの改

善 

ａ 森林組合は、小規模な組織が多数を占めるこ

とから、インターネットを活用した情報開示が

進んでいない状況にある。 

したがって、インターネットを活用した説明

書類の掲載等について、自主的な開示を促進す

る。 

重点・農

水（２）

⑨イ（ア）

平成20年中措置  

（農林水産省） ｂ 森林組合経営の透明化の観点から、森林整備

事業を中心に、員内、員外の利用別、受託林産

の事業量、財務の状況などについて、組合員に

対する一層の自主的な情報開示の促進に向け、

必要な措置を講ずる。 

重点・農

水（２）

⑨イ（イ）

平成20年中措置  

③森林組合の

ガバナンス

（内部管理

態勢）の強化 

（農林水産省） 

森林組合においては、森林組合は組合員に奉仕

するという本旨を徹底し、コンプライアンス態勢

の強化や業務の効率性、財務報告の信頼性を確保

するためにも、ガバナンスの強化に取り組むべき

であり、コンプライアンス委員会の設置などその

強化が早期に図られるよう必要な措置を講ずる。

 

重点・農

水（２）

⑨ウ 

平成20年中措置  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

④森林組合の

高度な施業

の外注化 

（農林水産省） 

森林組合の施業、特に、今後の生産性の向上や

低コスト化に向けた鍵となる高性能林業機械と

低コスト作業路を組み合わせた高度な施業につ

いては、施業の生産性の向上や低コスト化を促す

ため、地域の実情に応じて、林業事業体への外注

化を促進する方策を検討し、結論を得る。 

重点・農

水（２）

⑨エ 

平成20年中検討・結

論 

 

 

（エ）その他 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①民間企業の

行う品種開

発に関する

支援の推進 

（農林水産省） 

品種開発を行う、または、品種開発に意欲のあ

る民間企業が参入しやすくなるよう一層の情報

提供に努め、活用の促進を図るなど支援を推進す

る。 

重点・農

水（２）

⑧ア 

平成20年中措置  

②独立行政法

人森林総合

研究所の民

間開放の推

進 

（農林水産省） 

〈官業ウ⑥の

再掲〉 

独立行政法人森林総合研究所では、民間企業の

創意工夫をより発揮させる観点から、民間との連

携を深めているが、この連携や情報提供を一層進

めることなどにより、独立行政法人が行う品種開

発に関する業務の重点化も可能となるものと考

えられる。 

したがって、現在、森林総合研究所が行う業務

（業務の一部を含む）について、さらなる民間委

託や民間開放の可能性を検討し、結論を得る。 

重点・農

水（２）

⑧イ 

平成20年中措置  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

③木材利用の

促進 

（環境省） 

「規制改革推進のための第2次答申」（平成19

年12月25日）において、「「国等による環境物

品等の調達の推進等に関する法律」に基づく基本

方針の判断基準における紙類の見直しに際して

は、古紙の利用促進を維持しながら、ＷＴＯ政府

調達協定との整合性に配慮しつつ、森林の有する

多面的機能を維持し、森林資源を循環的・持続的

に利用する観点から、適切に管理された森林から

生産された原料を「環境に配慮された原料」とし、

一定の割合を置き換え措置として導入すべきで

ある。」とされ、当該具体的措置について政府と

して最大限に尊重することとされたところであ

る。 

しかしながら、本件については今年１月に製紙

メーカー各社による再生紙偽装問題が生じ、公称

古紙配合率そのものについての信頼性が失われ、

この検討に当たっての前提が崩れている状況に

ある。再生紙の利用促進についてはかかる問題の

全容解明と製紙業界の信頼の回復が何よりも大

切であり、これら全体を推進する中で総合的に検

討し、結論を得る。 

 

重点・農

水（２）

⑩ア 

平成20年中措置  
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ウ 水産業 

（ア）資源管理 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①生物学的に

計算される

漁獲許容水

準に基づく

ＴＡＣ（漁獲

可能量）設定

の厳正化、決

定プロセス

の透明化 

（農林水産省） 

科学的根拠の尊重による資源管理を徹底し、水

産資源の維持、回復を図るため、ＴＡＣ設定が生

物学的に計算される漁獲許容水準を可能な限り

超えることがないよう、ＴＡＣ設定の厳正化を図

る。 

併せて、ＴＡＣ設定の数量的根拠を公表し、Ｔ

ＡＣ数量の決定プロセスの一層の透明化を図る。

重点・農

水（３）

①ア 

平成20年中措置  

②ＴＡＣ（漁獲

可能量）設定

魚種の拡大 

（農林水産省） 

水産資源の持続的な利用を実現するため、ＴＡ

Ｃ設定がなされていない 31 魚種やそれ以外の魚

種も含めて、資源が悪化している魚種など魚種に

よる適性等を見つつ、ＴＡＣ対象魚種の拡大の検

討を行う。   

併せて、平成20年中に検討状況の中間報告を公

表する。 

重点・農

水（３）

①イ 

平成20年中措置  

③ＴＡＣ（漁獲

可能量）の厳

守に向けた

合理的操業

モデルの樹

立 

（農林水産省） 

漁業者が毎年の各魚種のＴＡＣ数量に対応し、

これを有効に活用するための合理的操業モデル

を作成し、提示することで、特定の魚種のＴＡＣ

を超過するような操業から、ＴＡＣをうまく利用

できる漁業形態に誘導を図る。 

重点・農

水（３）

①ウ 

平成20年中措置  

④ＩＱ（個別漁

獲割当）制度

の導入対象

魚種の拡大

及びＩＴＱ

（譲渡可能

個別漁獲割

当）制度の検

討 

（農林水産省） 

現在、ＩＱ方式については、我が国において、

ミナミマグロ、日本海ベニズワイガニで実施され

ているが、今後、これら以外の魚種についても、

資源管理法に基づくものを含め、ＩＱ方式の導入

を検討し、一定の結論を得る。 

併せて、ＩＴＱ方式についても、そのメリッ

ト・デメリットや諸外国における導入事例、導入

する場合の条件等について調査、研究、分析を行

い、平成20年中に中間報告を行う。 

重点・農

水（３）

①エ 

平成20年中措置  
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（イ）漁業権等 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

ａ 定置漁業権及び特定区画漁業権については、

平成20年９月から平成21年４月にかけて行わ

れる都道府県知事による免許の切替に併せて、

優先順位がどのように機能したのかに関する

実態調査を実施する。 

 調査開

始 

 ①漁業権漁業

における優

先順位に関

する実態調

査の実施 

（農林水産省） 

 
ｂ さらに、その実態調査について、平成 21 年

度に実態調査結果を公表する。 

重点・農

水（３）

②ア 

  第一四

半期中

措置 

②漁業権の免

許設定プロ

セスの運用

状況の改善 

（農林水産省） 

 

現在の漁業権の免許設定までのプロセスは、①

漁業関係者の要望及び漁場条件の調査、②漁場計

画（案）の作成、③海区漁業調整委員会への諮問、

④公聴会の開催、⑤海区漁業調整委員会の答申、

⑥漁場計画の公示、という免許の内容等の事前決

定を経て、免許手続が行われている。 

このプロセスでは、既存の漁民のみならず新規

に漁業を営もうとする者を含め要望を調査し、漁

場計画（案）が作成されてきているが、今後とも、

適正かつ合理的な漁場計画（案）となるよう、新

規参入者を含む漁業関係者の要望の調査をより

徹底して行う。 

重点・農

水（３）

②イ 

平成20年中措置  

③漁業調整委

員会におけ

る審議の厳

格性の確保 

（農林水産省） 

 

今後、平成20年９月から平成21年４月にかけ

て、特定区画漁業権等について、都道府県知事に

よる免許の切替が行われることとなっているが、

この免許の切替に当たっては、厳格な審査が行わ

れるよう必要な措置を講ずる。 

重点・農

水（３）

②ウ 

平成20年中措置  

④漁業権の行

使状況のオ

ープン化 

（農林水産省） 

 

新規参入や効率的な生産体制への移行を促進

するため、養殖業について、誰でもアクセスが可

能な利用に関するデータベースを構築し、漁業権

の行使状況のオープン化を図る。 

さらに、定置漁業についても、インターネット

等を活用したオープン化を図る。 

重点・農

水（３）

②エ 

平成20年中措置  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑤漁船漁業に

おける許可

隻数の決定

プロセスの

透明性の確

保 

（農林水産省） 

 

大臣許可漁業及び知事許可漁業ともに、新規参

入希望者を含めたより多くの関係者の意見を聴

取した上で許可隻数を決定する。 

併せて、関係者の意見を聴取した場合には、議

事録を作成・公開することとし、決定プロセスの

透明性を確保する。 

重点・農

水（３）

②オ 

平成20年中措置  

⑥許可船舶の

使用権の行

使状況のオ

ープン化 

（農林水産省） 

 

新規参入や効率的な生産体制への移行を促進

するため、個人情報保護に配慮しながら、大臣許

可漁業、知事許可漁業について、インターネット

等を活用した許可船舶の使用権の行使状況のオ

ープン化を図る。 

重点・農

水（３）

②カ 

平成20年中措置  

⑦自営創業に

対する支援

の拡充 

（農林水産省） 

 

ａ 漁業経営に意欲のある者や企業、異業種から

の参入しようとする企業においては、他産業で

求められる顧客の開拓に要する営業力や情報

収集力は有していても、資源管理に関する情

報、船舶など設備や技術に関する情報やノウハ

ウ、市場に関する情報など漁業特有の情報は不

足している状況にある。 

したがって、自営創業に向けた情報提供や自

営創業が増加するような支援事業を行うこと

により、新たな可能性を秘めた自由な漁業経営

が活性化するよう、情報提供及び支援事業の充

実化を図る。 

重点・農

水（３）

②キ（ア）

平成20年中措置  



- 362 - 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

 ｂ 現在、新規就業者の増加に向け、沿岸漁業改

善資金制度において、青年漁業者等が漁業経営

を開始するのに必要な資金の無利子融資を都

道府県が行っている。また、漁協系統資金であ

る漁業近代化資金においては、漁業者を対象に

漁船などの設備資金の貸付を行っている。 

しかしながら、これら融資制度は、漁業従事

経験のない新規参入者に対する支援融資が可

能であるが、必ずしも制度に対する利用者の理

解が十分ではない。 

このため、融資制度について、関係機関を通

じて利用者への周知を一層促進する。 

重点・農

水（３）

②キ（イ）

平成20年中措置  

⑧知的財産や

漁業動産を

担保とした

新たな資金

調達手法の

検討 

（農林水産省） 

 

漁業金融の円滑化に向けては、養殖業などで期

待される漁業特有の知的財産・動産及び新たなビ

ジネスモデルの活用も今後重要になると考えら

れる。他産業においては、知的財産や動産を担保

とした新たな融資手法の普及に向け、独特のリス

クを有する担保や債権について、評価方法や管理

方法の検討が官民一体となって検討されている

状況にある。 
したがって、漁業金融の円滑化に向け、新たな

資金調達方法、担保評価方法、債権管理方法等の

検討を開始する。 
併せて、平成20年中に検討内容等を公表する。

重点・農

水（３）

③ア 

平成20年中措置  

⑨中小漁業融

資保証保険

制度の対象

金融機関の

拡大 

（農林水産省） 

 

ａ 現在、中小漁業融資保証保険制度において

は、漁協以外にも銀行、信用金庫等が対象金融

機関となっているが、信用組合は対象金融機関

となっていない。これを改め、信用組合も中小

漁業融資保証保険制度の利用対象金融機関と

する方向で見直す。 

重点・農

水（３）

③イ（ア）

平成20年中措置  



- 363 - 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 地域金融機関等においては、漁業分野への参

入意欲はあるものの、依然としてノウハウが不

足していることもあり、漁協以外の民間金融機

関の中小漁業融資保証保険制度の利用が進ん

でいない状況にある。これは、中小漁業融資保

証保険制度の情報提供不足や、中小漁業融資保

証保険制度が漁協系統機関専用の信用保証保

険制度であるという誤解によるところも少な

くないものと考えられる。 

したがって、中小漁業融資保証保険制度につ

いて、漁協以外の民間金融機関に周知徹底を図

るべく、情報提供等を積極化する。 

重点・農

水（３）

③イ（イ）

平成20年中措置  



- 364 - 

（ウ）漁協 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①組合員資格

の検証、資格

審査の厳格

化 

（農林水産省） 

 

漁協は正組合員が 20 人未満になると解散する

こととなっている。また、正組合員資格は、組合

の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこ

れに従事する日数が一年を通じて 90 日から 120

日までの間で定款で定める日数を超える漁民、と

されている。しかしながら、組合員の中には従事

日数を満たしていない者がみられ、本来であれば

解散すべき漁協が存続しているとの指摘がある。

したがって、改めて全ての漁協について組合員

資格の検証を行う。 

重点・農

水（３）

④ア 

平成20年中措置  

②漁協の解散

時における

漁業者の操

業の確保 

（農林水産省） 

 

 

漁業法（昭和24年法律第267号）第26条にお

いて、漁業権は相続又は法人の合併もしくは分割

による場合を除き、移転の目的となることができ

ないとされている。 

しかしながら、漁協の解散時においては、他の

漁協の組合員となることを選択する者もいれば、

漁協に属さず、自営による漁業の継続を希望する

者もいる可能性が考えられる。 

したがって、自営による漁業経営の選択肢を排

除することのないよう、必要な措置を講ずる。 

重点・農

水（３）

④イ 

平成20年中措置  

③漁協経営の

透明化に向

けたディス

クロージャ

ーの改善 

（農林水産省） 

 

ａ 水産業協同組合法（昭和23年法律第242号）

第 58 条の３において、信用事業又は共済事業

を行う組合は、事業年度毎に業務及び財産の状

況に関する説明書類（以下「説明書類」という。）

を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆

の縦覧に供しなければならないとされている。

しかし、説明書類に記載すべき事項は、漁業

協同組合の信用事業に関する命令第 48 条にお

いて規定されているが、具体的な様式は定めら

れていない。 

したがって、他の金融機関におけるディスク

ロージャーの状況を参考としつつ、一層の比較

可能性を高めるよう説明書類の雛形を作成し、

周知するなど、所要の措置を講ずる。 

重点・農

水（３）

④ウ（ア）

平成20年中措置  



- 365 - 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

 ｂ 漁協は、小規模な組織が多数を占めることか

ら、インターネットを活用した情報開示が進ん

でいない状況にあることから、組合員、貯金者

等に対する情報開示を迅速に行うためにも、他

の金融機関におけるホームページ上での説明

書類の公開状況を参考としつつ、ホームページ

への説明書類の掲載等について、組合員、貯金

者等の利便性に応じた公開方法で自主的な開

示が促進されるよう、必要な措置を講ずる。 

重点・農

水（３）

④ウ（イ）

平成20年中措置  

 ｃ 事業部門別損益計算書やキャッシュ・フロー

計算書の一般への開示について、自主的な情報

開示が促進されるよう必要な措置を講ずる。 

重点・農

水（３）

④ウ（ウ）

平成20年中措置  

 ｄ 漁協は様々な事業を行っているため、貸借対

照表・損益計算書は事業区分を行い、各事業の

財産・損益の状況を示しているが、漁協経営の

透明化、貯金者・共済契約者保護などの観点か

ら、部門別の資産の情報、部門別収益の詳細を

より把握できるよう、自主的な情報開示の促進

に向け、必要な措置を講ずる。 

重点・農

水（３）

④ウ（エ）

平成20年中措置  

④漁協の経営

改革の推進 

（農林水産省） 

 

経営改革が必要とされる漁協については、一定

の期限を区切り数値目標等を漁協側に設定させ

るとともに、その成果を所管行政庁が責任を持っ

てフォローアップする。 

重点・農

水（３）

④エ 

平成20年中措置  

⑤漁協のガバ

ナンス（内部

管理態勢）の

強化 

（農林水産省） 

 

漁協においては、漁協は組合員に奉仕するとい

う本旨を徹底し、コンプライアンス態勢の強化や

業務の効率性、財務報告の信頼性を確保するため

にも、ガバナンスの強化に取り組むべきであり、

コンプライアンス委員会の設置などその強化が

早期に図られるよう必要な措置を講ずる。 

重点・農

水（３）

④オ 

平成20年中措置  

 


